
別 紙 

豊田市市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他

の事項

事業名：1.(都)豊田則定線

整備 

 

事業内容：豊田則定線の整

備(L=400m、W=25m 電線共

同溝L=400m) 

 

実施時期：平成16年度～平

成24年度 

豊田市  豊田則定線の道路整備を行

い、竹生商店街と新豊田商店街

を結ぶ歩行者空間を形成し、歩

いて回遊できる中心市街地の一

因とする。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

実施時期 

平成 17 年度～ 

平成 20 年度 

 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：2.竹生線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：3.市道吹上天神線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：4.市道神明線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：5.市道中町線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：6.高質環境道路 

整備（高質空間形成施設） 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：7.まちづくり活 

動支援事業 

 

内容：ワークショップの開

豊田市 市民との共働によるまちづく

り事業を推進するため、新たな

協議会の立ち上げを支援する事

業であり、１期（H17～H20）で

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

実施時期 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他

の事項

事業名：１．(都)豊田則定

線整備 

 

事業内容：豊田則定線の整

備(L=400m、W=25m 電線共

同溝L=400m) 

 

実施時期：平成16年度～平

成24年度 

豊田市 豊田則定線の道路整備を行い、

竹生商店街と新豊田商店街を結

ぶ歩行者空間を形成し、歩いて

回遊できる中心市街地の一因と

する。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 17 年度～平

成 24 年度 

 

事業名：2.竹生線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：3.市道吹上天神線

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：4.市道神明線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：5.市道中町線 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：6.高質環境道路 

整備（高質空間形成施設）

（略） 

 

（略） （略） （略）  



催事業 

 

実施時期：平成16年度～ 

は、竹生線や旧城線整備の合意

形成を図った。２期（H21～H25）

では、西桜町・昭和町線沿線地

区等において、ワークショップ

の開催等により事業の合意形成

を図る。 

平成 16 年度～ 

平成 20 年度 

 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

事業名：8.まちづくり事業

活用調査 

 

内容：まちづくりの調査・

研究事業 

 

実施時期：平成 21 年度～ 

豊田市 都市再生の推進をより一層図

るため、各種事業を調査・研究

する事業であり、中心市街地の

交通計画、駅前広場整備事業、

緑化推進事業等、都市再生の推

進を図る為の各種事業を調査・

研究する。また、交通拠点機能

と賑わい機能をステップアップ

させる為の有効な段階的整備方

策の検討等を図る。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：9.冬の魅力創造事

業 

 

内容：中心市街地のイルミ

ネーションによる装飾及

びにぎわいづくりのため

のイベントを実施。 

 

実施時期：平成 16 年度～ 

イルミネー

ションスト

ーリー実行

委員会 

冬の風物詩として、イルミネ

ーション装飾による快適な都市

空間を創出することを目的とす

る事業であり、１期（H17～H20）

では、イルミネーション装飾に

よる魅力向上を図った。２期

（H21～H25）では、地域住民や

商店街等によるにぎわいづくり

のためのイベント、商業活性化

事業等の実施に主眼を置き、中

心市街地の活性化を図る。 

 

※写真（略） 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

実施時期 

平成 16 年度～ 

平成 20 年度 

 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：10.サイン施設整

備 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：11.桜城址公園再

整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：12.安永川環境整

備（安永川流域河川環境整

備事業） 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：7.まちづくり活 

動支援事業 

 

内容：ワークショップの開

催事業 

 

実施時期：平成16年度～ 

豊田市 市民との共働によるまちづく

り事業を推進するため、新たな

協議会の立ち上げを支援する事

業であり、１期（H17～H20）で

は、竹生線や旧城線整備の合意

形成を図った。２期（H21～H25）

では、西桜町・昭和町線沿線地

区等において、ワークショップ

の開催等により事業の合意形成

を図る。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 16 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：8.まちづくり事業

活用調査 

 

内容：まちづくりの調査・

研究事業 

 

実施時期：平成 21 年度～

豊田市 都市再生の推進をより一層図

るため、各種事業を調査・研究

する事業であり、中心市街地の

交通計画、駅前広場整備事業、

緑化推進事業等、都市再生の推

進を図る為の各種事業を調査・

研究する。また、交通拠点機能

と賑わい機能をステップアップ

させる為の有効な段階的整備方

策の検討等を図る。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：9.冬の魅力創造事

業 

 

内容：中心市街地のイルミ

ネーションによる装飾及

びにぎわいづくりのため

のイベントを実施。 

 

実施時期：平成 16 年度～

イルミネー

ションスト

ーリー実行

委員会 

冬の風物詩として、イルミネ

ーション装飾による快適な都市

空間を創出することを目的とす

る事業であり、１期（H17～H20）

では、イルミネーション装飾に

よる魅力向上を図った。２期

（H21～H25）では、地域住民や

商店街等によるにぎわいづくり

のためのイベント、商業活性化

事業等の実施に主眼を置き、中

心市街地の活性化を図る。 

 

※写真（略） 

 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 16 年度～ 

平成 20 年度 

平成 22 年度～ 

 

事業名：10.サイン施設整

備 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：11.桜城址公園再

整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：12.安永川環境整

備（安永川流域河川環境整

備事業） 

（略） 

 

（略） （略） （略）  



 

事業名：13.花のあるまち

づくり事業 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(市街

地 再 開 発 事 業

等) 

 

実施時期 

平成 22年度～平

成 24 年度 

 

事業名：17.生活・回遊空

間整備 

 

内容 

中心市街地の路地整備事

業（３路線：L=480ｍ、

A=3,220 ㎡） 

 

 

実施時期：平成 23 年度～

平成 25 年度 

 

豊田市 中心市街地において、生活空間

や回遊空間である幹線道路以外

の路地などを対象に、バリアフ

リー、環境舗装、景観整備など

を行う。中心市街地の歩行回遊

性向上につなげる。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：21.産業文化セン

ター駐車場整備事業 

 

内容 

中心市街地に立地する豊

田産業文化センター敷地

内に立体駐車場を整備す

る。（300 台程度、A=8,050

㎡） 

 

実施時期：平成21年度～平

成22年度 

豊田市 施設利用者の利便性向上を図

るため慢性的な駐車場不足を解

消し、フリーパーキングとして

中心市街地の活性化に資する立

体駐車場を整備する。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 

事業名：25.無電柱化事業 

 

内容：電線類、電柱の地中

豊田市 都市の防災機能の強化及び、

都市景観の向上を図り、安全で

快適なまちづくりを推進する。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

 

事業名：13.花のあるまち

づくり事業 

（略） 

 

（略） （略） （略）  

（２）②からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：17.生活・回遊空

間整備 

 

内容 

中心市街地の路地整備事

業（３路線：L=480ｍ、

A=3,220 ㎡） 

 

 

実施時期：平成 23 年度～

平成 25 年度 

 

豊田市 中心市街地において、生活空間

や回遊空間である幹線道路以外

の路地などを対象に、バリアフ

リー、環境舗装、景観整備など

を行う。中心市街地の歩行回遊

性向上につなげる。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：21.産業文化セン

ター駐車場整備事業 

 

内容 

中心市街地に立地する豊

田産業文化センター敷地

内に立体駐車場を整備す

る。（300 台程度、A=8,050

㎡） 

 

実施時期：平成21年度～平

成22年度 

豊田市 施設利用者の利便性向上を図

るため慢性的な駐車場不足を解

消し、フリーパーキングとして

中心市街地の活性化に資する立

体駐車場を整備する。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 22 年度 

 



化事業(市道蔵前陣中線：

L=305m、W=16m 市道中町

線：L=170m、W=8m 市道旧

城線：L=170m、W=8m) 

 

実施時期：昭和61年度～ 

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

事業名：30.緑陰歩道リニ

ューアル事業【調査及び計

画策定】 

 

内容：豊田市駅周辺で進め

る、駅前広場や名鉄豊田市

駅総合整備、西町地区再生

整備等と合わせ、緑陰歩道

のリニューアルを検討す

る。(L=180m、W=12m) 

 

実施時期：平成 21 年度～

平成 25 年度 

豊田市 名鉄豊田市駅北の緑陰歩道は

せせらぎのある歩道として位置

づけられているが、隣接する国

道１５５号や西町地区等の整備

に合わせ、水と緑のネットワー

クを中心に歩行環境としてどう

あるべきかを検討する必要があ

る。 

他の関連事業と総合的に検討

することにより、憩いの場を含

んだ歩行空間を創出でき商業施

設や公共施設への回遊度を向上

させることが可能である。 

なお、計画策定にあたっては、

地元住民や商業者で組織するま

ちづくり協議会の中で検討を進

める。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：68.豊田市駅周辺

緑化推進事業 

 

内容：中心市街地のペデス

トリアンデッキや広場、幹

線道路において、フラワー

ポール、花壇、ハンギング

バスケット、プランターを

設置し、花飾りを行う事

業。 

 

実施時期：平成 21 年度～ 

豊田市 

 

 豊田市駅周辺地区を中心とし

た緑の環境都市軸形成の為、路

地園芸の推進、街角ガーデン化、

個性的な花を活かした地区景観

創造など、市民参加のもと、個

性ある緑化推進を図る。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 22年度～平

成 25 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：25.無電柱化事業

 

内容：電線類、電柱の地中

化事業(市道蔵前陣中線：

L=305m、W=16m 市道中町

線：L=170m、W=8m 市道旧

城線：L=170m、W=8m) 

 

実施時期：昭和61年度～ 

豊田市 都市の防災機能の強化及び、

都市景観の向上を図り、安全で

快適なまちづくりを推進する。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 25 年度 

 

事業名：30.緑陰歩道リニ

ューアル事業【調査及び計

画策定】 

 

内容：豊田市駅周辺で進め

る、駅前広場や名鉄豊田市

駅総合整備、西町地区再生

整備等と合わせ、緑陰歩道

のリニューアルを検討す

る。(L=180m、W=12m) 

 

実施時期：平成 22 年度～

平成 26 年度 

豊田市 名鉄豊田市駅北の緑陰歩道は

せせらぎのある歩道として位置

づけられているが、隣接する国

道１５５号や西町地区等の整備

に合わせ、水と緑のネットワー

クを中心に歩行環境としてどう

あるべきかを検討する必要があ

る。 

他の関連事業と総合的に検討

することにより、憩いの場を含

んだ歩行空間を創出でき商業施

設や公共施設への回遊度を向上

させることが可能である。 

なお、計画策定にあたっては、

地元住民や商業者で組織するま

ちづくり協議会の中で検討を進

める。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

平成 24 年度 

 

事業名：68.豊田市駅周辺

緑化推進事業 

 

内容：中心市街地のペデス

トリアンデッキや広場、幹

線道路において、フラワー

ポール、花壇、ハンギング

バスケット、プランターを

設置し、花飾りを行う事

業。 

 

実施時期：平成 21 年度～

豊田市 

 

 豊田市駅周辺地区を中心とし

た緑の環境都市軸形成の為、路

地園芸の推進、街角ガーデン化、

個性的な花を活かした地区景観

創造など、市民参加のもと、個

性ある緑化推進を図る。 

支援措置の内容 

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 22 年度～平

成 25 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

支援措置の内

容 

市街地再開発

事業 

 

実施時期 

平成 22 年度～

平成 24 年度 

 



 

 

（３）～（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(市

街地再開発事

業等) 

 

実施時期 

平成 22 年度～

平成 24 年度 

 

事業名：31.産業文化セン

ターリニューアル事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：33.（仮）中央保

健センター環境整備 

 

内容：豊田市役所東庁舎の

建て替えに合わせた保健

センターの環境整備 

 

実施時期：平成 23 年度 

豊田市 

 

中心市街地における緑化推進

と環境に配慮した市街地形成に

資するため、中央保健センター

整備における屋上緑化や太陽光

発電等の環境整備を図る。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(都

市再生整備計

画事業) 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

 

（３）～（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）②からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

事業名：31.産業文化セン

ターリニューアル事業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：33.（仮）中央保

健センター環境整備 

 

内容：豊田市役所東庁舎の

建て替えに合わせた保健

センターの環境整備 

 

実施時期：平成 23 年度 

豊田市 

 

中心市街地における緑化推進

と環境に配慮した市街地形成に

資するため、中央保健センター

整備における屋上緑化や太陽光

発電等の環境整備を図る。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

支援措置の内

容 

市街地再開発

事業 

 

実施時期 

平成 22 年度～

 



 

 

 

 

（３）～（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(市

街地再開発事

業等) 

 

実施時期 

平成 22 年度～

平成 24 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①に移設 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：70.豊田小坂本町

三丁目地区優良建築物整

備事業 

事業内容：地区面積：約

0.5ha  敷 地 面 積 ：

株式会社フ

ジケン 

本地区は、中心市街地区域内

であり、戸建住宅、共同住宅が

混在した住宅地で、今後も住宅

地として整備がなされる地域で

ある。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(地

域住宅計画に

 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

平成 24 年度 

 

（３）～（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）②からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

支援措置の内

容 

市街地再開発

事業 

 

実施時期 

平成 22 年度～

平成 24 年度 

 

事業名：70.豊田小坂本町

三丁目地区優良建築物整

備事業 

株式会社フ

ジケン 

本地区は、中心市街地区域内

であり、戸建住宅、共同住宅が

混在した住宅地で、今後も住宅

支援措置の内

容 

地域住宅交付

 



6,109.49 ㎡ 用途：住宅

（69 戸） 

実施時期：平成21年度～平

成23年度 

本事業は、生活利便性の高い

立地で建物の高さを抑えた中高

層での住宅建設を計画してい

る。また、建築面積を抑え、空

地及び環境に配慮した緑地を確

保したゆとりある住宅建設を計

画している。 

定住促進により街なか居住を推

進し、夜間人口の増大を目指し

ており、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

基づく事業) 

実施時期 

平成 22 年度 

業名：38.地域優良賃貸住

宅整備事業 

内容：街なか居住の推進事

業 

実施時期：平成20年度～平

成22年度 

豊田市 子育て世帯、障がい者世帯、

高齢者世帯の居住の用に供する

住環境が良好な賃貸住宅の供給

促進を図る事業であり、中心市

街地活性化に必要である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(地

域住宅計画に

基づく事業) 

 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 22 年度 

 

事業名：39.住宅団地整備

費補助 

内容：街なか居住の推進事

業 

実施時期：平成20年度～平

成22年度 

豊田市 住宅用の開発行為に対して、

道路や公園等の公用部分の整備

費を補助することにより、住宅

供給を促進する。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金(地

域住宅計画に

基づく事業) 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 22 年度 

 

（３）～（４）略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

豊田市 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(市街

地 再 開 発 事 業

等) 

 

実施時期 

平成 22年度～平

成 24 年度 

 

事業内容：地区面積：約

0.5ha  敷 地 面 積 ：

6,109.49 ㎡ 用途：住宅

（69 戸） 

実施時期：平成21年度～平

成23年度 

地として整備がなされる地域で

ある。 

本事業は、生活利便性の高い

立地で建物の高さを抑えた中高

層での住宅建設を計画してい

る。また、建築面積を抑え、空

地及び環境に配慮した緑地を確

保したゆとりある住宅建設を計

画している。 

定住促進により街なか居住を推

進し、夜間人口の増大を目指し

ており、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

金（優良建築物

等整備事業） 

実施時期 

平成 22 年度 

事業名：38.地域優良賃貸

住宅整備事業 

内容：街なか居住の推進事

業 

実施時期：平成20年度～平

成22年度 

豊田市 子育て世帯、障がい者世帯、

高齢者世帯の居住の用に供する

住環境が良好な賃貸住宅の供給

促進を図る事業であり、中心市

街地活性化に必要である。 

支援措置の内

容 

地域住宅交付

金（優良建築物

等整備事業） 

 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 22 年度 

 

 

事業名：39.住宅団地整備

費補助 

内容：街なか居住の推進事

業 

実施時期：平成20年度～平

成22年度 

豊田市 住宅用の開発行為に対して、

道路や公園等の公用部分の整備

費を補助することにより、住宅

供給を促進する。 

支援措置の内

容 

地域住宅交付

金（優良建築物

等整備事業） 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 22 年度 

 

（３）～（４）略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 



成28年度 機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

事業名：44.豊田おいでん

まつりのリニューアル 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：45.ショッピング

カート事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：47.周年イベント

の活性化 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：51.中心市街地ま

ちなか宣伝事業 

 

内容：①集客イベント「と

よたまちパワーフェスタ」

の開催 

②自社情報誌「とよたまち

なかガイドブック」発行 

③自主ホームページ「まち

なかＷＥＢ」発信 

④まちなかＶＩ（Visual 

Identity）とまちなかＣＩ

（City Identity）の確立 

⑤まちなか情報の整理と

一元化 

 

実施時期：平成 15 年度～ 

豊田市中心

市街地まち

なか宣伝会

議実行委員

会 

中心市街地の魅力・機能を市

民・消費者に発信・提言し、各

種イベント事業への提言・連携

的取り組みを目的とし、各種事

業を展開することで、「宣伝会

議各店の販売促進・来街利用増

加・リピーター確保」「来街者

へのまちのプラスイメージの認

知」「宣伝会議構成メンバー連

携による話題性の創出」が可能

となる。 

また、平成 21 年度より「ポス

ター、グッズ等を利用したプラ

スイメージ発信」や「商店街の

情報発信ツールと『まちなかＷ

ＥＢ』」の統合を実施し、中心

市街地の情報発信を強化し、集

客効果を高める。 

支援措置の内容 

社会資本整備総

合交付金(都市

再生整備計画事

業) 

 

実施時期 

平成 21年度～平

成 25 年度 

 

そ の 他

の 支 援

措 置 の

内容 

豊 田 市

商 業 活

性 化 推

進 交 付

金 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

（２）②からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

事業名：44.豊田おいでん

まつりのリニューアル 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：45.ショッピング

カート事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：47.周年イベント

の活性化 

（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：51.中心市街地ま

ちなか宣伝事業 

 

内容：①集客イベント「と

よたまちパワーフェスタ」

の開催 

②自社情報誌「とよたまち

なかガイドブック」発行 

③自主ホームページ「まち

なかＷＥＢ」発信 

④まちなかＶＩ（Visual 

Identity）とまちなかＣＩ

（City Identity）の確立

⑤まちなか情報の整理と

一元化 

 

実施時期：平成 15 年度～

豊田市中心

市街地まち

なか宣伝会

議実行委員

会 

中心市街地の魅力・機能を市

民・消費者に発信・提言し、各

種イベント事業への提言・連携

的取り組みを目的とし、各種事

業を展開することで、「宣伝会

議各店の販売促進・来街利用増

加・リピーター確保」「来街者

へのまちのプラスイメージの認

知」「宣伝会議構成メンバー連

携による話題性の創出」が可能

となる。 

また、平成 21 年度より「ポス

ター、グッズ等を利用したプラ

スイメージ発信」や「商店街の

情報発信ツールと『まちなかＷ

ＥＢ』」の統合を実施し、中心

市街地の情報発信を強化し、集

客効果を高める。 

支援措置の内容

まちづくり交付

金 

 

実施時期 

平成 21 年度～

平成 25 年度 

 

そ の 他

の 支 援

措 置 の

内容 

豊 田 市

商 業 活

性 化 推

進 交 付

金 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：14.（仮）豊田市

駅前通り北地区市街地整

備事業 

内容：豊田市駅前の都市基

盤整備及び良質な都市空

（仮）豊田

市駅前通り

北地区市街

地再開発組

合 

都市計画道路豊田市停車場

線、市駅前広場を始めとした都

市基盤整備及び中心市街地等の

活性化を一体的に推進する必要

性が高い地区であり、スタジア

支援措置の内

容 

市街地再開発

事業 

 

 



［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

間形成（再開発事業） 

地区面積：約 1.5ha 

実施場所：豊田市喜多町地

内 

実施時期：平成21年度～平

成28年度 

豊田市 ムアベニューを形成し、活性化

に寄与する面整備として必要な

事業である。 

当事業は、公共施設や商業施設

の整備が行われ、さらなる都市

機能の集積が図られることで都

市の魅力を向上することができ

る。 

実施時期 

平成 22 年度～

平成 24 年度 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

 


